
 
 

 

 

 
 

 

【自立支援医療費制度の概要】 

1・目的 

・自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の

自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 

2・対象者 

・精神通院医療：精神保健福祉法第 5 条に規定する統合失調症などの精神疾患を有す

る者で、通院による精神医療を継続的に要する者 

・更生医療：身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障

害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者（18 歳以上） 

・育成医療：身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療に

より確実に効果が期待できる者（18 歳未満） 

3・対象となる主な障害と治療例 

 （1）精神通院医療：精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等 

（2）更生医療、育成医療 

ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術 

イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術 

ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、 

腎臓機能障害→腎移植、人工透析 

4・利用目的 

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み 

① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定。

(これに満たない場合は1割) ② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなけれ

ばならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、 更に軽減措置

を実施。 

岐腎協は 2021 年 50 周年です。 
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「重度かつ継続」の範囲 

 〇疾病、症状等から対象となる者 

   《更生・育成》腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害（心臓移植後の

抗免疫療法に限る）・肝臓の機能障害（肝臓移植後の抗免疫療

法に限る）の者 

   《精神通院》①統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能

障害、薬物関連障害（依存症等）の者   

         ②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者 

 〇疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 

   《更生・育成・精神通院》医療保険の多数該当の者 

5・自立支援医療の経済的特例について 

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分

については、令和 3 年 3 月 31 日までの経過的特例とされていましたが、令和 6 年

3 月 31 日まで延長いたしました。 

※ 経過的特例の内容は以下のとおり 

「重度かつ継続の一定所得以上」：市町村民税 23 万 5 千円以上の方で重度かつ継続

に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を 2 万

円とする措置 

「育成医療の中間所得」： 

中間所得 1（市町村民税課税以上 3 万 3 千円未満）の方の自己負担上限額を 5 千

円とする措置 

中間所得 2（市町村民税 3 万 3 千円以上 23 万 5 千円未満）の方の自己負担上限

額を 1 万円とする措置 

★第 51 次国会請願署名活動について★一人でも多くの署名をお願いします。 
 
国会請願署名  全腎協 一人 20 名 （他県腎友会では 30 名です) 

        JＰA  一人 10 名 （全腎協の署名と同じ方で良いです） 

国会請願募金  国会請願のための経費や、腎移植研修会、患者会運営の活動費とし

て大切に使用させて頂きます。一人 1,000 円を目標に是非ご協力

をお願いいたします。 

記入方法        署名の最初は、会員本人の署名、次に家族の署名、知人などの署名

をお願いし署名欄に空欄のないようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

作成者：事務局長 高田 裕二 
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